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１．ディマンドリスポンスに関するこれまでの小委員会での議論 
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省エネへの動機付けについて 

• 需要家が選択できる仕組みを構築し、省エネに取り組むことがプラスであるという動機付け
が必要。 

自動制御、料金型ディマンドリスポンスについて 

• エネルギーマネジメントは省エネポテンシャルが少ないと評価されているが、自動制御、プ
ライシングポリシーと組み合わせると意義があるのではないか。ＩＴを活用したエネマネは更
なる省エネの可能性があるのではないか。 

• ＩＴによる「見える化」の効果は疑問であるが、自動制御にまで至ればその省エネポテンシャ
ルは相当高いのではないか。 

卸電力市場を介したネガワット取引について 

• 卸電力市場をいかに活性化するか。今後のネガワット取引の実現に向けて、ディマンドリス
ポンス市場に期待。 

ディマンドリスポンスの取組について 

• ITを用いた対策で30％以上の節電実績がある。ハードだけでなくソフト面での対策をしては
どうか。 



２．本日、議論いただきたい事項 
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① ディマンドリスポンスの省エネ施策全体における意義、 

    新たなエネルギービジネスとしての可能性について  

 

② 電気料金型ディマンドリスポンスの取組を社会に定着させるための方策について 

• 電気料金型ディマンドリスポンスの効果を実証済み 

• 更に、新たな電気料金メニューへの加入促進策について検討を実施中 

 

③ ネガワット取引の取組を社会に定着させるための方策について 

• ネガワット取引の効果を実証中 

• また、ネガワット取引に関するガイドラインについて検討を実施中 

 

（※）電力システム改革等の進展に合わせて、必要な取組を進めていくことが必要。 



３．現在取り組んでいるディマンドリスポンスの取組について 
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   （１） ディマンドリスポンスとは 



ディマンドリスポンスが注目されつつある背景① 
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３．（１） 

 これまでのエネルギー政策は、基本的にはエネルギー需要を所与のものとして、エネルギー供給をどのよう
に行うべきかという視点からの施策が中心となっていた。 
 

 しかしながら、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電圧、周波数などの電気の品質の確保が課題に。さ
らに、東日本大震災では、エネルギー供給の制約や集中型エネルギーシステムの脆弱性が明らかとなった。 
 

 こうした状況を背景として、エネルギー需給システムについて、従来の省エネルギー対策に追加して、エネル
ギーの供給状況に応じてスマートに消費パターンを変化させること（＝「ディマンドリスポンス（ＤＲ）」）の重要
性が認識されつつある。 
 

 具体的には、ディマンドリスポンスによって効果的にピークカットを行うことで、需給ひっ迫の解消に寄与する
とともに、非効率な火力発電の焚き増し等が不要となることで中長期的には効率的な電力システムの構築に
つながることが期待されている。 
 

供給力 
kW 

朝        昼        夜 

【震災前の需給イメージ】 kW 【震災後の需給イメージ】 
火力発電の焚き増し等 

需要のスマートなコントロール 
によるピークカットも重要に 

節電等 
需要 

朝        昼        夜 



ディマンドリスポンスが注目されつつある背景② 
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３．（１） 

 こうした需要家サイドの意識の変化に併せて、ＩＴ技術や蓄電技術を核として、エネルギー需給のきめ細かな
制御を可能とする技術革新も進展。 
 

 具体的には、平成２３年度から行っている国内四地域（横浜市、豊田市、けいはんな学研都市、北九州市）に
おけるスマートコミュニティ実証の結果、エネルギーマネジメントシステム等の基盤技術、ECHONET Lite（＝
ＨＥＭＳ（家庭単位のエネルギーマネジメントシステム）と家庭内機器との間の通信規格）等の通信インター
フェイス等の技術的基盤が整備されつつある。 

Bルート（HEMS用通信） 

電力会社 

テレビ 

照明 

エアコン 

太陽光 

HEMS 

通信方式 

 ECHONET-Lite 

アグリゲーター 通信方式
OpenADR 

例１ ＣＥＭＳ（地域エネルギー管理システム）を開発 例２ 標準インターフェイスを確立 

［出典］北九州実証におけるＣＥＭＳ（富士電機） 

スマートメーター 

http://www.tlt.co.jp/tlt/new/sisetsu/led_down/led_down.htm


ディマンドリスポンスが注目されつつある背景③ 
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３．（１） 

 東日本大震災後の電力需給ひっ迫を契機に、従来の省エネ（＝エネルギー効率の改善、化石燃料の使用の
低減）の強化だけでなく、電力需給バランスを意識した（＝ピーク対策など時間の概念を含んだ）エネルギー
管理を行うことの重要性が強く認識。 
 

 このため、本年４月に施行された改正省エネ法によって、「電気の需要の平準化」（＝電気の需要量の季節
又は時間帯による変動を縮小させること）の概念が追加。 

改正省エネ法に基づく 
工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針 

 １ 電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換 （チェンジ） 

 ２ 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更 （シフト） 

 ３ その他事業者が取り組むべき電気需要平準化に資する措置 （カット等） 

特に重要かつ共通的な事項 

 国全体でのエネルギーの使用の合理化を阻害しない範囲内で電気の需要の平準化に資する措置の実施を図る。 

＜電気の需要の平準化とエネルギーの使用の合理化の関係性＞ 

＜電気需要平準化時間帯＞ 

 全国一律で７～９月（夏期）及び１２月～３月（冬期）の８～２２時。 

＜留意事項＞ 

 地域の需給状況に応じて適切に対応すること。（例えば、冬の北海道の総需要は、終日ほぼ一定の高さで推移。） 

 労働環境の悪化や従業員の負担増加への配慮。 

具体的な電気需要平準化に資する措置 



ディマンドリスポンスの種類 ３．（１） 

 ディマンドリスポンスは、需要制御の方法によって、①電気料金設定によって需要を制御しようとする電気料
金型と、②電力会社と需要家の契約に基づき、電力会社からの要請に応じて需要家が需要を制御するイン
センティブ型（ネガワット取引）の大きく二つに区分。 

電気料金型ディマンドリスポンス インセンティブ型ディマンドリスポンス 
（ネガワット取引） 

ディマンドリスポンスにより 
電力需要をスマートにコントロール 電

力
需
要 

(kW) 

夜間時間 

ピーク時間 

昼間時間 

昼間時間 

23:00 

7:00 

10:00 

17:00 

ピーク時は 
節電しよう！ 
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8 

概 要 ピーク時に電気料金を値上げすることで、
各家庭や事業者に電力需要の抑制を促す
仕組 
 

メリット 比較的簡便であり、大多数に適用可 

デメリット 時々の需要家の反応によるため、効果が
不確実 

概 要 電力会社との間であらかじめピーク時など
に節電する契約を結んだ上で、電力会社か
らの依頼に応じて節電した場合に対価を得
る仕組 

メリット 契約によるため、効果が確実 

デメリット 比較的手間がかかり、小口需要家への適
用が困難 



（参考） 米国におけるディマンドリスポンスの状況 ３．（１） 

 米国におけるディマンドリスポンスの需要削減ポテンシャルは、報告されているものだけであっても、２００６
年の３，０００万ｋＷから２０１０年には５，３００万ｋＷ、２０１２年には６，６００万ｋＷと拡大。全体のピーク需要
の１０％近くを占めるに至っている。 
 

 また、実際の需要削減量はポテンシャルの３０％に相当し、２０１０年は１，６００万ｋＷ、２０１２年は２，０００
万ｋＷとなっている。 

9 ［出典］ FERC、“2012 Assessment of Demand Response and Advanced Metering Staff Report”、2012年12月 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

供給力負荷

遮断可能負荷

直接負荷制御

緊急時需要応答

需要入札・買戻し

瞬動予備力

運転予備力

周波数制御サービス

その他

時間帯別料金

RPP
CPP

制御付きCPP
ピーク帯リベート

系統ピーク応答型託送料金
商業・産業

家庭

卸市場

その他

万kW

電気料金型

インセンティブ型

ディマンドリスポンス別の需要削減ポテンシャル 



３．現在取り組んでいるディマンドリスポンスの取組について 
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   （２） 電気料金型ディマンドリスポンス 
 
     ① 電気料金型ディマンドリスポンスとその意義・効果 



電気料金型ディマンドリスポンスとは ３．（２）① 

 電気料金型ディマンドリスポンスとは、ピーク時に電気料金を値上げするなど多様な電気料金を設定するこ
とで、各家庭や事業者に電力需要の抑制を促す仕組。 
 

 電気料金型には、①時間帯に応じて異なる料金を課すもの（＝「時間帯別料金（Time of Use：TOU）」）、②需
給がひっ迫しそうな場合に、事前通知をした上で変動された高い料金を課すもの（＝「ピーク別料金（Critical 
Peak Pricing：CPP）」）等があり得る。 

■時間帯別料金（Time of Use： ＴＯＵ） 
  時間帯に応じて異なる料金を課すもの 

■ピーク別料金（Critical Peak Pricing： ＣＰＰ） 
  需給がひっ迫しそうな場合に、事前通知をした上で 
 変動された高い料金を課すもの 

ピーク別料金（CPP）の流れのイメージ 
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①ＣＰＰ料金による電力供給契約 
(CPP料金を選択した需要家を登録) 

 

②電力実績情報 
(スマートメーターによる計測) 

 

③料金変更の判定・事前通知 
(気象情報等により需要を予測し、需給が逼迫 
しそうな場合には、電気料金を前日に通知) 

 

④料金変更の適用 
(料金変動適用を通知) 

 

⑤精 算 
(料金精算し、需要家へ通知) 

 

電力会社 家庭 



電気料金型ディマンドリスポンスの意義 

 年間のわずかな時間に発生するピーク需要を満たせるように電源が確保されている場合、電気料金型ディ
マンドリスポンスによって年間のピーク時間帯の電力需要を抑制することで、電源開発投資を抑えられる可
能性がある。 
 

 また、ピーク時間帯にコストの高い電源で焚き増しが行われている場合、電気料金型ディマンドリスポンスに
よってピーク時間帯の電力需要を抑制することで、コストの高い電源の焚き増しを抑えられる可能性がある。 
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３．（２）① 

電気料金型ディマンドリスポンスの意義のイメージ 

0 8,760 
時間（h） 

電
力

需
要

（万
kW

）
 

88 

ピーク電源 

ミドル電源 

ベースロード電源 

上位88時間の需要抑制総量 

384万kW 

5,093万kW ２０１３年の東京電力における電力需要を例に取ると、
１年間（８，７６０時間）の１％にあたる上位８８時間の
ピーク需要が電気料金型ディマンドリスポンスによっ
て抑制された場合・・・ 
 
 
機械的に計算すると、最高ピークの５，０９３万ｋＷの
約７．５％にあたる３８４万ｋＷの電力供給設備の稼
働・維持管理・更新が不要になる可能性がある。 

［出典］ 東京電力「でんき予報」の需要データを元に資源エネルギー庁作成 

ｌｌ 
年間時間の１％ 

ｌｌ 
最大電力需要 
の７．５％ 



時間帯別料金（ＴＯＵ）の効果 

 平成２１年度から平成２４年度まで実施された負荷平準化機器導入効果実証事業（※関東約６００世帯、関
西約３００世帯を対象）の結果、ＴＯＵによって約１０％のピークカットが継続的に可能であることが確認されて
いる。 
 

 なお、米国における同様の実証においても、ＴＯＵによって３～１０％のピークカット効果が確認されている（出
典：三菱総合研究所「諸外国における柔軟な料金メニュー及びスマートメーターの導入状況に関する調査」）。 
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３．（２）① 

実証の概要 ピークカット効果 

負荷平準化機器導入効果実証事業(平成21年度～平成24年度) 

事業内容： 
一般家庭等にスマートメーターを設置した上で、需要家が
TOUを採用した場合のピークカット効果を検証 

事業者： 東京電力、関西電力 

参加世帯： 関東約600世帯、関西約300世帯 

料金体系： TOU  ピーク時間帯単価2倍 

関東 関西 

平均値 9.1% 10.7% 

効果の分布 3.4%～13% 9.6%～15% 



ピーク別料金（ＣＰＰ）の効果 

 国内四地域実証事業の結果、ＣＰＰによって約２０％のピークカットが継続的に可能であることが確認されて
いる。 
 

 また、ＣＰＰの価格を高くした場合でも、その効果は飛躍的に伸びるわけではないことも確認されている。 
 

 なお、米国における多数の実証においても、ＣＰＰによって１０～２０％程度のピークカット効果が確認されて
いる（出典： 三菱総合研究所「諸外国における柔軟な料金メニュー及びスマートメーターの導入状況に関す
る調査」 ）。 

14 ［出典］ 京都大学大学院 依田教授、政策研究大学院大学 田中教授及びボストン大学経済政策研究所 伊藤助教授による統計的検証結果 

（※３）統計的有意性とは、 
     その効果が単なる偶然 
     により生ずる可能性を表 
      したもの。 

（※４）北九州市実証の被験 
      者は、既にＴＯＵ契約に 
      加入している１８０世帯 
   であったため、ＴＯＵの 
      効果を比較検証するこ 
      とができなかった。 

（※２）けいはんな実証では、  
      夏季のピーク時間帯は 
      午後１時～４時、冬季の 
   ピーク時間帯は午後６   
       時～９時 

２０１２年度 夏(６月～９月) ２０１２年度 冬(１２月～２月) ２０１３年度 夏(６月～９月) 

電気料金（※１） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性(※３) 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 

ＴＯＵ －（※４） －（※４） －（※４） －(※４) －(※４) －(※４) 

CPP＝５０円 —18.1% 5%水準 -19.3% 1%水準 -20.2% 1%水準 
CPP＝７５円 —18.7% 5%水準 -19.8% 1%水準 -19.2% 1%水準 

CPP＝１００円 —21.7% 1%水準 -18.1% 1%水準 -18.8% 1%水準 
CPP＝１５０円 —22.2% 1%水準 -21.1% 1%水準 -19.2% 1%水準 

２０１２年度 夏（７月～９月） ２０１２年度 冬（１２月～２月） ２０１３年度 夏（７月～９月） 

電気料金（※２） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性(※３) 
ピークカット 

効果 
統計的 

有意性（※３） 

ＴＯＵ（２０円上乗せ） -5.9% 1%水準 -12.2% 1%水準 -15.7% 1%水準 

CPP（４０円上乗せ） —15.0% 1%水準 -20.1% 1%水準 -21.1% 1%水準 

CPP（６０円上乗せ） —17.2% 1%水準 -18.3% 1%水準 -20.7% 1%水準 

CPP（８０円上乗せ） —18.4% 1%水準 -20.2% 1%水準 -21.2% 1%水準 

北九州市 

けいはんな 

２０１２年度実証結果（サンプル数：１８０） 

２０１２年度実証結果（サンプル数：６８１） 

（※１）北九州市実証では、   
       夏季のピーク時間帯は 
       午後１時～５時、冬季の 
   ピーク時間帯は午前８ 
       時～１０時、午後６時～ 
       ８時 

２０１３年度実証結果（サンプル数：１７８） 

２０１３年度実証結果（サンプル数：６３５） 

３．（２）① 



【参考】 電気料金型ディマンドリスポンスの例（北九州市実証） ３．（２）① 
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＜６月～９月の電気料金体系＞ 

（円）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 （時）

40

20

0
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60

160

140

120

100

ベーシック（DP比較世帯料金）

レベル１（15円/kWh）

レベル２（50円/kWh）

レベル３（75円/kWh）

レベル４（100円/kWh）

レベル５(150円/kWh）

 発動条件：予想最高気温が３０℃以上でレベル２からレベル５の 
         いずれかの料金を適用する。 

：土日祝日はレベル１を適用  

 通知のタイミング ：「前日15時頃」及び「当日朝」に料金を通知。 

エアコンの使用頻度を減らした １４％ 

電気使用をピーク時間以外にずらした ９％ 

外出の機会を増やした ９％ 

洗濯機の使用頻度を減らした ７％ 

①ＣＰＰ発動時の主な節電行動 

②ピーク時間の許容時間 

２時間以内 ２３％ 

３時間以内 ４２％ 

［出典］ 北九州市アンケート調査結果（２０１２夏） 

＜住民のアンケート結果＞ 



３．現在取り組んでいるディマンドリスポンスの取組について 
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   （２） 電気料金型ディマンドリスポンス 
 
     ② 電気料金型ディマンドリスポンスの普及状況と課題 



電気料金型ディマンドリスポンスの普及状況 

 省エネ法により、電力会社に電気の需要の平準化に資する取組となる料金メニューの公表を促していること
もあり、各電力会社は、時間帯等にかかわらず一律の料金を課す電気料金メニューだけでなく、季節や時間
帯に応じて異なる料金を課す時間帯別料金（ＴＯＵ）を提供。業務・産業部門においては、ＴＯＵを採用してい
る需要家が太宗を占める（季節区分のみ設定している料金メニューも含む）。他方、家庭部門においては、Ｔ
ＯＵの採用は約１０％にとどまっている。 

 

 また、ＣＰＰは提供されていない状況。 
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メニュー名 概  要 

従量電灯 時間帯や曜日に関係なく、使用量に応じて料金を設定したスタンダードなメニュー 

おトクなナイト８ 夜１１時から翌朝７時までの時間帯の料金を割安に設定したメニュー 

おトクなナイト１０ 夜１０時から翌朝８時までの時間帯の料金を割安に設定したメニュー 

朝得プラン 深夜１時から朝９時までの時間帯の料金を割安に設定したメニュー 

夜得プラン 夜９時から翌朝５時までの時間帯の料金を割安に設定したメニュー 

半日お得プラン 夜９時から翌朝９時までの時間帯の料金を割安に設定したメニュー 

土日お得プラン 土日の料金を割安に設定したメニュー 

ピークシフトプラン 夏季は３つ、その他季は２つの時間帯に分けて、夏のピーク時（昼１時から４時）を高めに、夜間（夜１１時から翌
朝７時まで）を割安に料金を設定したメニュー 

電化上手 「季節」と「時間帯」で細かく料金を設定し、夜１１時から翌朝７時までの時間帯の料金を割安に設定したメニュー 

深夜電力 夜１１時から翌朝７時までの時間に、温水器などの機器を使用する場合のメニュー 

［出典］ 東京電力ＨＰより資源エネルギー庁作成 

東京電力の一般家庭向け電気料金メニュー 



電気料金型ディマンドリスポンス普及に向けた課題 

＜課題①＞ 
 現状では、低圧需要家を中心にスマートメーターの導入が進んでいない。また、低圧需要家向けの電気料金

は認可料金制（総括原価方式）となっている。このため、柔軟な電気料金メニューを十分には提供できない状
況。 
 

＜課題②＞ 
 仮に様々な電気料金メニューが提供されたとしても、米国の実証等では料金メニューの変更に対する需要家

の心理的抵抗感が強いという結果もあり、日本人の心理的抵抗感についても確認する必要がある。特に、比
較的高いピークカット効果が確認されているＣＰＰについては、 ａ）電気料金負担が増加する可能性、ｂ）オフ
ピーク時間帯に薄く受ける割引メリットよりもピーク時間帯に電気料金が大幅に割高となるデメリットを重視す
るといった心理的影響から抵抗感が強いと考えられている。 

 

＜課題③＞ 
 電気料金の変動に合わせて各種の機器を制御すること自体が手間であり、さらに、飽きによって需要削減効

果が低減するおそれも指摘されている。 

３．（２）② 
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電気料金型ディマンドリスポンス普及に向けた課題 

＜課題①＞ 認可料金制（総括原価方式） 
         ⇒ ＣＰＰ等の柔軟な電気料金設定が不可能 
 
＜課題②＞ 電気料金メニュー変更に伴う心理的抵抗感 
         ⇒ 電気料金負担が増加するのではないかといった懸念により、既存の電気料金メニューからの切替に躊躇する 
             おそれ 
 
＜課題③＞ 手動対応の限界 
         ⇒ 電気料金変動に合わせてエアコン等の各種の機器を制御することは需要家に負担。また、飽きによる効果低 
            減のおそれ 



（参考） スマートメーターの導入 

 電力使用量の見える化や、きめ細かな料金メニューの設定のためには、電力会社・需要家へ双方向の通信
機能を備えた「スマートメーター」の導入を進めることが必要。 
 

 昨年９月、全ての電力会社は、スマートメーターの設置を希望する需要家等についてスマートメーターへの交
換を遅滞なく行うことを表明。さらに、今年３月までに、各電力会社は導入完了時期を前倒した計画を公表。 
 

スマートメーターの導入計画 （２０１３年度末現在） 

    北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 

高
圧 

導入 
完了 

2016 
年度 

完了 完了 
2016
年度 

完了 
2016
年度 

2016
年度 

2016
年度 

完了 
2016
年度 

低
圧 

本格 
導入 
開始 

2015 
年度 

2014 
年度 
下期 

2014 
年度 
上期 

2015
年 
7月 

2015
年度 

開始
済 

2016
年度 

2014
年度 
下期 

2016
年度 

2016
年度 

導入 
完了 

2023 
年度末 

2023 
年度末 

2020 
年度末 

2022
年度末 

2023
年度末 

2022
年度末 

2023
年度末 

2023
年度末 

2023
年度末 

2024
年度末 
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（参考） 小売・発電の全面自由化 

 我が国では、2000年以降、小売分野の自由化を段階的に実施。 
 

 家庭等への小売の参入を自由化し、一般家庭の電力選択を実現するとともに、競争を通じて電気料金の最
大限の抑制を図る。 
 

 料金規制は段階的に撤廃し、ピークシフト料金などによる需要抑制をしやすくする。料金規制撤廃後も、最終
保障サービスや離島対策を措置。供給力確保のための新たな枠組みを設ける。 

20 

現在でも自由に参入可
能だが、新規参入者の
シェアは、自由化された
需要の4.2％、全需要
の2.6％にとどまる（２０

１３年度）。また、一般電
気事業者が区域（エリ
ア）を超えて供給するこ
とが可能。 
料金規制は無く、自由
な料金設定が可能。 

現在は一般電気事業者
が独占的に供給してい
るが、今回の改革で自
由化を行う。 
現行の料金規制を今回
の改革で撤廃（ただし経
過措置を講じる）。 

（電圧Ｖ）
【契約kW】

【50kW】

【500kW】

【2,000kW】
（20,000V）

（100～200V）

（6,000V）

（注）沖縄電力の自由化の範囲は2万kW、6万V以上から、平成16年（2004年）４月に特別高圧需要家（原則2千kW以上）に拡大。

【高圧業務用】
ｽｰﾊﾟｰ、
中小ﾋﾞﾙ

電力量 １９％

電力量 ９％

【高圧Ｂ】
中規模工場

【高圧Ａ】
小規模工場
電力量 ９％

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ

電力量 ２６％

自由化部門

【高圧Ａ】 小規模
工場

電力量 ９％

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ
【高圧Ｂ】 中規模工場
【高圧業務用（500kW以上）】

ｽｰﾊﾟｰ、中小ﾋﾞﾙ

自由化部門 自由化部門

電力量 ４０％

【高圧業務用】
500kw未満

電力量 １４％

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ
【高圧Ｂ】 中規模工場
【高圧業務用】ｽｰﾊﾟｰ、中小ﾋﾞﾙ
【高圧Ａ】 小規模工場

2000年3月～ 2004年4月～ 2005年4月～

【低圧】 コンビニ、事業所等

電力量 ５％

【電灯】 家庭

電力量 ３１％

【低圧】 コンビニ、事業所等

電力量 ５％

【電灯】 家庭
電力量 ３２％

電力量 ６２％
（2013年度時点）

【低圧】 コンビニ、事業所等
電力量 ５％

【電灯】 家庭
電力量 ３８％

規制部門

規制部門

規制部門

電力量 ７４％ 電力量 ６０％ 電力量 ３８％
（2013年度時点）

３．（２）② 



（参考） 需要家保護策 

 米国カリフォルニア州では、２００９年に可決された州法６９５条３３７項において、ＣＰＰ等の料金メニューをデ
フォルトとして提供する場合には、シャドービリングやブルプロテクション等の需要家保護策を導入するよう求
められている。 

 

  （※）シャドービリング： 通常料金加入者に対して、電気料金型ディマンドリスポンスに参加していたら電気料 
                 金が●●円安かったと通知すること。 
  （※）ビルプロテクション： 電気料金型ディマンドリスポンス移行後、一定期間の猶予期間を設け、安い方の 
                  料金支払いを適用すること。 
 

 横浜市で実施された実証では、シャドービリングがなされなかった需要家の加入率が１６．５％であったのに
対し、シャドービリングがなされた需要家の加入率は３２．７％と、加入率は約２倍になった。 

３．（２）② 

100円 
  

    

    

45円 
    

    

    

20円 
        

        

        
0時 13時  16時  24時 

  

  

  

  

  

25円 
        

        

        

        
0時 24時 

あなたのご家庭では、CPP料金を選択するほうが、 
年間で5,000円 お得になる見込みです。 

CPP料金 一律料金 

特定時間(100円)は 
最大14日間 

シャドービリング ビルプロテクション 

CPP料金：10,000円 

一律料金：8,000円 一律料金の 
8,000円を請求 

CPP料金：8,000円 

一律料金：10,000円 CPP料金の 
8,000円を請求 

（例）8月の電気料金 

（例）10月の電気料金 

※夏や冬のピーク期は、CPP料金適用日が多くなると考えられるため、 
  一律料金のほうが安くなる傾向。 

※春や秋のオフピーク期は、朝方や夕方以降の料金が安くなってい 
  るため、CPP料金のほうが安くなる傾向。 

［出典］ 四地域実証事業（横浜市）を参考に作成 ［出典］ 四地域実証事業（横浜市）を参考に作成 

料金適用前 
に情報提供 
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（参考） 自動ディマンドリスポンス（ＡＤＲ） 

 豊田市実証では、一定値の節電や負荷平準化を目的とする、エアコンや照明等による自動ディマンドリスポ
ンス（ＡＤＲ）を実証中。ＡＤＲの実施に当たっては、需要家の快適性等に影響を与えずに、機器の自動制御
どおりの運転を許容してもらうかが重要。 
 

 これまでのところ、たとえばエアコンについては、高い消費電力抑制効果が確認されている。一方、照明につ
いては、自動制御によって最も暗い設定にすると、その後に手動で最も明るい設定にするなど、かえって消
費電力が増加する結果となっている。今後は需要家の許容できる抑制レベルについて、更なる検証が必要。 
 

 なお、米国においては、電力会社からのＣＰＰ発動に応じてスマートサーモスタットによってエアコンを自動制
御するサービスが商用展開されている。 

３．（２）② 
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（手動優先で変更可能） 
設定した温度に自動運転 

抑制レベル1～4で自動制御 

エアコン単体で39%の消
費電力を抑制 

抑制レベル4(最も輝度を
抑制する制御)を行うと、
かえって消費電力が増加 

（手動優先で変更可能） 

豊田市におけるシャープの実証 コンバージ社の米国での取組み 

家庭顧客 

ＣＰＰ発動時はスマートサーモス
タットで自動空調制御 

携帯電話などで通知確認 
（ＷＥＢ画面でも確認可能） 



３．現在取り組んでいるディマンドリスポンスの取組について 
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   （３） インセンティブ型ディマンドリスポンス（ネガワット取引） 
 
     ① ネガワット取引とその意義・実証 



     インセンティブ型ディマンドリスポンス（ネガワット取引）とは ３．（３）① 

 インセンティブ型ディマンドリスポンス（ネガワット取引）は、電力会社がインセンティブ（報奨金）を支払うこと
で、事業者等に電力需要の抑制を促す仕組。電気料金型と比べると、契約に基づいて需要抑制の要請を行
う点で異なり、より確実な需要抑制が見込まれる。 

ネガワット取引の流れ（電力ピーク対策の用途の場合） 

24 

電力ピーク前 電力ピーク 電力ピーク後 

①需給逼迫 
   を予測 

電
力
会
社 

ア
グ
リ
ゲ
ー
タ
ー 

複
数
の
需
要
家 

②節電要請 報酬支払い ○○kW 
の節電を! 

節電目標は△△kW! 節電目標達成! 

⑤節電実施 

⑧ネガワット提供 

安定供給担保 
需給逼迫 
を回避 

需給逼迫 

④節電要請 

③需要家ごとに 
 節電量を設定 

△△kW 
の節電を! 

(各需要家へ) 

(各需要家で) 

⑦ネガワット 
 と報酬を 
 集約管理 

報酬支払い ⑥ネガワット提供 

契約締結 

契約締結 

ON OFF 

【事前準備】 
 「電力会社・アグリゲーター間」、 
 「アグリゲーター・需要家間」であらかじめ 
 ネガワット取引の契約を締結しておく。 
 
 
【取引の流れ】 
① 電力会社は需給ひっ迫を予測する。 
② 電力会社はアグリゲーターへ節電要請を行う。 
③ アグリゲーターは需要家ごとに節電量を設定

する。 
④ アグリゲーターは各需要家へ節電要請を行う。 
⑤ 各需要家は節電を実施する。 
⑥ アグリゲーターは各需要家へネガワットの対価

として報酬を支払う。 
⑦ アグリゲーターは各需要家との間でネガワット

と報酬を集約管理する。 
⑧ 電力会社は需給逼迫を回避し、アグリゲーター

へネガワットの対価として報酬を支払う。 



ネガワット取引の意義 

 ネガワット取引も、電気料金型ディマンドリスポンスと同様にピークカットによって、電源開発の効率化や、コ
ストの高い電源の焚き増しの抑制に寄与する。 
 

 加えて、ネガワット取引は、需要削減目標未達成の場合に需要家にペナルティを課すなどにより需要削減に
関する契約上の拘束力が強いことから、電気料金型ディマンドリスポンスよりも需要抑制の確実性が高い。
また、ネガワット取引は、①需要抑制量を細かく指定でき、②様々な持続時間の需要抑制ができるなど、電
気事業者のニーズにより細かに対応することができる。 
 

 このため、ネガワット取引においては、発電と同等の価値を有するとも言えるネガワットを提供し得る。 
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数十秒～数十分単位 

A.ピークカット用途 B.需給調整用途 

数十分～数時間単位 
 

ネガワットの活用例 キャパシティの概念 

固定費 
（減価償却費等） 

可変費 
（燃料 
費等） 

容量メカニズムを通
じて得られる収入 

売電 
収入 

稼動期間 非稼動期間 稼動期間 非稼動期間 

コスト 価格 

供給力に対して対価を支払い 
 

発電事業者は、設備が稼動している
かどうかに関わらず収入が得られる。 



ネガワット取引の実証の概要 

 経済産業省の補助事業の中で、平成２５年度にシステム構築等を行い、平成２６年度から本格的に実証を開
始。需要削減依頼から実際の需要削減までにかかる時間や削減可能な需要量等について確認し、ネガワッ
トの活用可能性を検証。 

 

 東京電力管内でアグリゲーターが契約した調整容量の合計は約１１万kW、需要家件数は５００件以上。 
 

 最短で１０分前の需要抑制要請に対しても対応できることを確認。 
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ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 
の主な手法 

制御対象として主に想定される需要家 

業務・商業用需要家 産業用需要家 

自家発電活用 
※需要家サイドに設置し
た自家発電で対応する
ケース 

照明・空調・生産ﾗｲﾝ 
の消費抑制 
※需要家サイドにＥＭＳを 
導入して、アグリゲーター 
からの指令を受けてＥＭ 
Ｓで負荷制御するケース 

蓄電池活用 
※需要家サイドに設置し
た蓄電池で対応するケー
ス 

ｼｭﾅｲﾀﾞｰ 
ｴﾚｸﾄﾘｯｸ 
（双日） 

 
 
ｴﾅﾉｯｸ･ 
ｼﾞｬﾊﾟﾝ 
（丸紅） 

 
日立製作所 

 
エナリス 

 
 
 

東芝 

 
 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 
ｴﾝｼﾞﾆｱ 
ﾘﾝｸﾞ ・反応時間： 

 25分～110分 
・持続時間： 
 1～3時間 

・反応時間： 
 15分～1時間 
・持続時間： 
 2～3時間 

・反応時間： 
 30分～2時間 
・持続時間： 
 30分～3時間 

・反応時間： 
 15分～1時間 
・持続時間： 
 1時間～3時間 

・反応時間： 
 15分 
 ～1日 
・持続時間： 
 1時間 
 ～3時間 

・反応時間： 
 5分～1日 
・持続時間： 
 3時間 



３．現在取り組んでいるディマンドリスポンスの取組について 
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   （３） インセンティブ型ディマンドリスポンス（ネガワット取引） 
 
     ② ネガワット取引の普及状況と課題 



ネガワット取引の普及状況① 

 一般電気事業者は、アグリゲーターを活用するなどしてネガワット取引の活用可能性に関する実証行ってい
るところ。 
 

 また、一部の新電力は、既に法人向けのサービスとしてネガワット取引を展開しつつある。 
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［出典］ ヒアリング等をもとに資源エネルギー庁作成 

事業者名 プログラム名 実施年度 
直近年度のネガワット取扱規模 参加 

アグリゲーター 契約値 実績値 

北海道電力 アグリゲータ事業者との委託契約 平成２４年度～平成２６年度 約０．２万ｋＷ 
（平成２６年度） 発動なし ３社 

東京電力 ビジネス・シナジー・プロポーザル 平成２４年度～平成２６年度 約１１万ｋＷ 
（平成２６年度） 発動なし ５社 

中部電力 アグリゲーターを活用した需要抑制 平成２４年度 約０．３万ｋＷ 
（平成２４年度） 

約０．２万ｋＷ 
（平成２４年度） ２社 

北陸電力 自社で実証試験を実施 平成２５年度～平成２６年度 契約電力量の 
範囲内 

約０．２万ｋＷ 
（平成２６年度） 

なし 
（自社で実施） 

関西電力 ＢＥＭＳアグリゲーターとの協業による 
需要抑制に向けた取組み 平成２４年度～平成２６年度 約０．５万ｋＷ 

（平成２６年度） 
約０．３万ｋＷ 
（平成２６年度） １６社 

中国電力 電力需要抑制（節電アグリゲート） 平成２５年度～平成２６年度 約０．４万ｋＷ 
（平成２６年度） 

約０．４万ｋＷ 
（平成２６年度） ２社 

四国電力 節電アグリゲーター事業者を通じた負荷調整 平成２５年度～平成２６年度 約０．０４万ｋＷ 
（平成２６年度） 発動なし ２社 

九州電力 節電アグリゲーター 平成２４年度～平成２６年度 約０．６万ｋＷ 
（平成２６年度） 発動なし １９社 

エネット ＥｎｎｅＳｍａｒｔ 平成２４年度～平成２６年度 契約電力量の 
範囲内 

約４．６万ｋW 
（平成２５年度） 

なし 
（自社で実施） 

F-Power デマンドレスポンス特約 平成２５年度～平成２６年度 約０．５万ｋW 
（平成２６年度） 

約０．４万ｋW 
（平成２６年度） １社 



ネガワット取引の普及状況② 
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 従来、一般電気事業者は、大口需要家（契約電力５００ｋＷ以上）との間で需給調整契約を締結している。 
 

 需給調整契約には、計画調整契約と随時調整契約の２種類が存在し、このうち特に随時調整契約はネガ
ワット取引の一種と考えられる。 

  （※）計画調整契約： 夏季・冬季のピーク時間帯において、電気の使用をピーク時間外に予め計画的に振り替える契約 

  （※）随時調整契約： 需給ひっ迫時に電力会社からの事前通告（即時、１～３時間前、前日等）により電力の使用を抑制する契約 
 

 しかしながら、随時調整契約については、契約実績は一定程度あるものの、発動実績は乏しい（※平成２４
年度の発動実績はゼロ）。 

北海道 東北 東京 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 合計 

計画調整契約 2万kW 25万kW 182万kW 45万kW 111万kW 4万kW 49万kW 19万kW 53万kW 490万kW 

随時調整契約 14万kW 29万kW 165万kW 70万kW 34万kW 20万kW 113万kW 35万kW 32万kW 512万kW 

2014年度夏季の需給調整契約見込み 

［出典］ 電力需給検証小委員会 第5回会合 資料3 

随時調整契約の例 

【料金構成】 
基本となる需給契約から、需
給調整契約を締結すること
により割り引かれる「契約割
引」（＝待機料金的な位置
づけ）と、実際に調整が実施
された場合に割り引かれる
「実施割引」から構成される
例が多い。 

計画調整契約の例 

【料金構成】 
随時調整契約とは異なり、
事前に定めた時間帯の
需要を計画的に削減す
る契約であることから、契
約料金（待機料金）はなく、
「実施割引」のみのケー
スがほとんど。 



ネガワット取引の普及に向けた課題 

 現状では、実ビジネスでのネガワット取引は新電力をはじめとする一部の電気事業者による取組に留まって
いるが、電力システム改革の進捗に伴い、ネガワット取引が普及していく可能性がある。 
 

 しかしながら、ネガワット取引の本格普及に向けては、下記のような課題がある。 
  ＜課題①＞取引ルールが未整備であること 
  ＜課題②＞ネガワット取引の確実性・応答性等を向上させるための方策が発展途上であること 
  ＜課題③＞大口需要家の多くが需給調整契約を締結しており、それ以外の形態のネガワット取引に参加し  
          にくいこと 
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  2014年  2015年  2016年 2017年  2018年  2019年 2020年 

広域機関設立 

電力 
システム 
改革 

小売全面自由化 

システム改革前 ～ 第１段階 第２段階 第３段階（２０１５年通常国会を目指す） 
料金規制の撤廃 

リアルタイム市場の創設 
容量メカニズムの導入（時期未定） 

小売部門 
（事業者） 
のニーズ 

○：小売部門は相対取引によって
ネガワット取引が可能。 
 

×：ＪＥＰＸではネガワットの取扱な
し。 

×：系統部門は電源調達によって
実同時同量を保っており、ネガワッ
ト取引のニーズなし。 

○：小売部門の供給力として、あ
るいは他社との差別化ツールとし
て、ネガワット取引の活用が進む
可能性あり。 

○：送配電事業者が公募などによ
り公正・透明に調整力（ネガワット
含む）の調達を行うことが期待さ
れる。 

◎：容量市場が創設されれば、ネガワット取引の本格普
及が進む可能性あり。 

◎：リアルタイム市場の創設により、調整力としてネガ
ワットが取引される環境が整備される。 
◎：容量市場が創設されれば、ネガワット取引の本格普
及が進む可能性あり。 

系統部門 
（事業者）
のニーズ 

計画値同時同量 
１時間前市場創設 
供給力確保義務 

送配電部門の法的分離 

電力会社にとってのネガワット取引の必要性の高まり（イメージ） 



（参考）電力システム改革 ３．（３）② 

送配電部門
の 

法的分離 

様 な々料金メニューの選択や、電力会社の選択を可能に 

【第１段階】 
（広域的運営推進機関の設置） 

２０１５年目途 2013年４月２日 
閣議決定 

①需給計画・系統計画のとりまとめ 
②【平常時】区域（エリア）をまたぐ広域的な需給及び系統の運用 
③【災害時等の需給ひっ迫時】電源の焚き増しや電力融通指示による需給調整 
④新規電源の接続受付、系統情報の公開       等  

小売全面 
自由化 

（参入自由化） 
料金規制の 

撤廃 
（経過措置終了） 

需要家保護に必要な措置（最終的な
供給の保障、離島における他地域と
遜色ない料金での供給の保障等） 

競争的な市場環境を実現 
（送配電部門は地域独占が残るため、
総括原価方式など料金規制を講ずる） 

料金規制の 
経過措置期間 

（国が競争状況をレビュー） 

【第２段階】 
（小売参入の自由化） 

２０１６年目途 

【第３段階】 
（送配電の中立化、料金規制の撤廃） 

２０１８～２０２０年目途 

広域的運営推
進機関設立 

法改正の工程 

改革実施の工程 

第１弾改正 （2013年臨時国会にて成立） 

①広域的運営推進機関の設立 

②プログラム規定                    等 

第２弾改正 （2014年通常国会にて成立） 

①小売全面自由化 

②一般電気事業制度の見直しに伴う各種関連制度整備 

第３弾改正 （2015年通常国会を目指す） 

①送配電部門の法的分離 

②法的分離に必要な各種ルール（行為規制）の制定 

（注１） 送配電部門の法的分離の実施に当たっては、電力の安定供給に必要となる資金調達に支障を来さないようにする。 
（注２） 第３段階において料金規制の撤廃は、送配電部門の法的分離の実施と同時に、又は、実施の後に行う。 
（注３） 料金規制の撤廃については、小売全面自由化の制度改正を決定する段階での電力市場、事業環境、競争の状態等も踏まえ、

実施時期の見直しもあり得る。 

実施を３段階に分け、各段階で課題克服のための十分な検証を行い、その結果を踏まえた必要な措置を講じながら実行するものとする。 

（※２０１５年目途：新たな規制組織） 

2013年 
11月13日 

第
１
弾
改
正 

第
２
弾
改
正 

第
３
弾
改
正 

電
力
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
改
革
方
針 

第
１
弾
改
正
法
案
成
立 

第
２
弾 

改
正
法
案
成
立 

2014年 
6月11日 
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（参考）電力システム改革におけるネガワット取引の位置づけ 

32 

３．（３）② 

電力システム改革専門委員会報告書（平成２５年２月）におけるネガワット取引に関する記載 （抜粋） 
ネガワット取引の活用（p.22） 
我が国全体の電力供給を効率的に行うためには、デマンドレスポンスやネガワットなど、需要側の取組をその特性を踏まえて市
場取引に取り入れることが有効である。スポット市場での取引のみならず、１時間前市場やリアルタイム市場における供給力・
供給予備力の確保や、容量市場での取引においても、こうした需要側の取組の導入を最大限進めていくことが適当である。具
体的な市場設計に当たっては、実際に負荷抑制がなされることを担保するための負荷遮断などの要件や、要件の履行を担保
する方法、デマンドレスポンスやネガワットを取引する際の託送契約の在り方、小売事業者の同時同量制度との関係整理等に
ついて、検討を進めることが必要である。 

安定供給の確保、供給コストの低減（p.7） 
節電や省エネにより生み出される供給余力の活用（ネガワット取引）、需給ひっ迫の状況に応じた電力需要の削減（デマンドレス
ポンス）などにより企業や個人の力を活用することで、安定供給を確保しつつ、供給コストの低減を実現していく。 

計画値同時同量（p.17） 
計画値同時同量が導入されることにより、発電量の計画値が定まり、 ～（中略）～ 需要側については、需要削減分をネガワッ
トとして市場で取引しやすくなる効果が期待できる。 

卸電力取引所（p.22） 

卸電力取引所からの直接の電力調達やネガワットの売買を行えるよう、 ～（中略）～ 必要な制度を整備していくこととする。 

リアルタイム市場（p.42） 
リアルタイム市場の設計に当たっては、市場運営の中立性と価格の透明性の確保、市場メカニズムを活用した効率的な需給調
整の実現、必要な調整力の安定的な調達、という要件を満たす必要があり、そのための手段として、リアルタイム市場価格の公
開、メリットオーダーでの発電、新電力の電源やデマンドレスポンスの活用、調整の柔軟性が高い電源（周波数調整用の電源）
が評価される仕組み、といった要素が求められる。 



（参考） ネガワット取引のガイドライン作成検討会 

 国内４地域実証の一環として行っている、東京電力管内でのネガワット取引の活用可能性の検証に並行して、
ネガワット取引を円滑に進める上で重要な取引ガイドラインの検討を進めているところ。本年度中にガイドラ
インを策定する予定。 
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主な検討項目 
 
 (Ⅰ)ベースラインの設定方法 
   →節電要請が無かった場合に 
    想定される電力消費量の算定方法 
 

 (Ⅱ)需要削減量の測定方法 
   →評価対象とする時間区分 
    やデータ計測単位 等 
 

 (Ⅲ)契約のあり方 
   →節電失敗時の取扱 等 

ネガワット取引のガイドライン作成検討会 

＜ベースラインの考え方＞ 

【委員】 
 内田 明生  エナノック・ジャパン 取締役 
 大木 將司  双日 原子力・ユーティリティ事業部担当部長 
 大橋 弘   東京大学大学院 経済学研究科教授 
 岡本 浩   東京電力 技術統括部長／系統広域連系推進室長 
 小坂田 昌幸 東芝 コミュニティ・ソリューション技師長 
 谷口 直行  エネット 経営企画部長 
 長尾 昂   エナリス 経営戦略室担当部長 
 西村 陽   関西電力 お客さま本部営業計画グループ担当部長 
 林 泰弘   早稲田大学 先進グリッド技術研究所教 
                      （５０音順、敬称略） 
 
 
【オブザーバー】 
 國松 亮一  日本卸電力取引所 企画業務部長 
 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力・ガス改革推進室 
 
 
【事務局】 
 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 
                  新産業･社会システム推進室 



（参考） 蓄電池の統合制御によるネガワットの創出 

 国内４地域実証において、蓄電池を統合制御するシステム（蓄電池SCADA(Battery Supervisory Control and 
Data Acquisition) ）を構築し、住宅用蓄電池、事業所用蓄電池、系統用蓄電池を連携させる実証を実施。 
 

 具体的には、需要家毎に蓄電池余力と希望するインセンティブ額(円/kWh)を把握した上で、電力会社（系統
部門）がインセンティブ支払総額を最小化するように需給調整に必要な蓄電量を確保するなどの制御を実証。 
 

 こうした取組が普及することで、需要家側に点在する蓄電池の余力を有効活用することができ、電力会社は
需給ひっ迫時等に必要な供給力を確保し得る。 
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制御画面イメージ 

蓄電池ＳＣＡＤＡ 

事業所用蓄電池 
東京電力綱島変電所に 
設置した大規模蓄電池 

家庭用蓄電池 

制御画面イメージ 

１．短周期需給調整 
 系統周波数維持を目的とし、上位EMSからの制御 
指令に基づき需給調整用蓄電池を制御する。 

 ２．日間運用 
  需要家側の蓄電池も活用し、ピークカットや負荷平 
準化などを実施することにより系統運用に貢献する。 

 ３．予備力 
  緊急時、一時的に放電できる電力を確保しておく。 

実証内容 

［出典］東芝資料より作成 



（参考） 既存制御機器の活用によるネガワットの創出 

 中小規模ビル等ではエネルギー管理者が常駐していないことも多く、需要を監視・制御する機器を導入して
もテナントの入替等による需要の変化に適切に対応できず、効率的な機器制御に課題があった。 
 

 こうした中小規模ビル等を対象に、遠隔監視センターから設備管理に関する各種サービス（例．空調機の保
守管理サービス、遠隔エネマネ支援サービス、デマンド制御サービス等）が提供されているところ。今後想定
されるネガワット取引等の新サービスについても、既存の通信インフラ等を活用することで低コストに導入で
きる可能性あり。 
 

 国内４地域実証では、ネガワット取引等に対応できるように遠隔監視センターと各エネルギー管理システム
間の電力データの通信を行い、電力会社からの節電要請に対応できるよう実証中。 
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３．（３）② 

ビル設備の監視制御用 
通信システム 

遠隔監視センター ＢＥＭＳ 

• 汎用プラットフォームの採用 
• 機能を絞ることで導入コスト低減 

空調機 

給湯機器 

照明器具 

ビル設備（例） 

熱源機器 

［出典］ダイキン資料より作成 

事業概要 

        
       空調機単位で、需要家と制御レベルについて契約 
         【空調機制御の具体例】 

① 設定温度を1℃上げる等 
② 台数制御 
③ 空調機の能力制御 
④ 送風へ切替 



（参考） 米国エネルギー政策法２００５等 

 米国エネルギー政策法（ＥＰＡｃｔ２００５）では、一般家庭から大口需要家までの全需要家のディマンドリスポ
ンス（ＤＲ）に対応できる資源を評価し、地域別の報告書を作成するよう、ＦＥＲＣ（連邦規制委員会）に要請。 
 

 具体的には、ＦＥＲＣに対して下記６項目の調査を指示している。 
① ＤＲに関連する通信技術、デバイスやシステムの浸透度 
② 活用されているＤＲプログラム、電気料金プログラム 
③ ＤＲ資源の米国内での年間のピークカットにおける貢献度 
④ 地域毎の電力供給における、信頼性の高いリソースとして活用可能なＤＲ資源量 
⑤ 供給信頼度維持のための、配電会社や送電事業者等によるＤＲ資源の活用状況 
⑥ ＤＲを普及促進させる上での制度上の課題（ ＣＰＰプログラムへの顧客の参加しづらさ等） 

 

 また、ＦＥＲＣ による各種のＯｒｄｅｒ（指令）で、ディマンドリスポンスによる需要削減量を供給力として評価する
仕組を導入。 
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ＦＥＲＣ Ｏｒｄｅｒ ７１９ ＦＥＲＣ Ｏｒｄｅｒ ７４５ ＦＥＲＣ Ｏｒｄｅｒ ７５５ 

２００８年１０月公布。 
系統運用機関に対し、周波数調整等
のアンシラリーサービス市場での取
引について、発電等と同様にＤＲから
の入札を受けることを要求。 

２０１１年３月公布。 
系統運用機関に対し、エネルギー市
場での取引について、ＤＲの便益が
費用を上回る限りにおいて、発電電
力量と等価に取引することを要求。 

２０１１年１０月公布。 
系統運用機関に対し、周波数調整取
引でDRプロバイダーに公正な報酬が
支払われることを要求。 

ＦＥＲＣ（連邦規制委員会）による指令 



（参考） 諸外国におけるネガワット取引の促進策 

 諸外国では、ネガワット取引の促進に向けて様々な措置が講じられている。 
 

 具体的には、①ディマンドリスポンスを含む省エネ推進措置の電力会社への検討・導入義務づけ、②（ネガ
ワット取引が本格化するまでの暫定的な）ネガワット取引専用市場の創設等の措置が講じられている。 

 

３．（３）② 

 カリフォルニア公益事業委員会（ＣＰＵＣ）が、「Loading Order」という規則を設け、電力会社に対して、火力発電所等の建設
や長期買電契約を締結する前に、費用対効果の高い省エネやＤＲプログラムを検討することを義務づけ。 

米国 カリフォルニア州 

 経済合理的な省エネ計画（電力消費削減とピーク電力削減）を導入することを電力会社に義務付け。DRプログラムに係る
費用は、電気料金としてコスト回収が可能。 

米国 ペンシルベニア州 

 ネガワット取引の普及を促すため、ＤＲ専用プログラムである「ＩＬＲ（Interruptible Load for Reliability）」を開始。ＩＬＲは、２０１
２年に容量市場に統合され、電力とＤＲが同一市場において取引されている。 

米国 ＰＪＭ 

 ＤＲ（特にＤＲアグリゲーター）を促進するため、少なくとも容量市場の立ち上がりまでの経過措置として、ＤＲ専用の市場（Ａ
ＯＥメカニズム）を仏国の系統運用機関であるＲＴＥが創設。 

仏国 ＲＴＥ 

 オンタリオ電力省（ＯＰＡ）は、「Demand Response3」というプログラムを実施。ＯＰＡが、ＤＲの条件（反応時間・持続時間等）
を設定し、大口需要家及びＤＲアグリゲーターが参加できる。 

カナダ オンタリオ州  
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１．ディマンドリスポンスを含む省エネ推進措置の電力会社への検討・導入義務づけ 

２．（暫定的な）ネガワット取引専用市場の創設等 
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